
 
 

オープンカウンタ方式参加心得書 
 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 
            契約担当役理事   

 
１ 趣旨 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下「機構」という。）では、予定価

格が一定の金額以下のものである場合に、予めホームページ等で調達の公告を行い、広

く事業者の方から見積書を提出していただき、見積価額が最低価額である事業者の方を

契約相手方として決定する「オープンカウンタ方式（公開見積競争）」による契約手続の

実施により、契約手続の公平性・透明性を高めるとともに、併せて官公需法等の趣旨を

踏まえ、中小企業者の受注機会の増大を図ることを目的として次により実施する。 
 
２ 調達の対象範囲 

オープンカウンタ方式による調達は、次表に該当する案件であって、本方式によるこ

とが適当であると認められるものを対象とする。 
 

調達の区分 予定価格 
物品の製造（印刷製本を含む。） ２５０万円以下 
物品等の購入 １６０万円以下 
物品等の借上げ ８０万円以下 
その他（役務の提供等） １００万円以下 

 
３ オープンカウンタ方式の参加資格 

オープンカウンタ方式に参加し、見積書を提出できる者は、次に掲げる事項を全て満

たす者とする。 
イ 見積書提出期限の日現在において、有効な各省各庁における物品の製造・販売等

に係る競争契約の参加資格（以下「全省庁統一資格」という。）を有しており、契約

担当役が定めた業種及び等級（Ａ～Ｄ）の認定を受けていること。 
ロ オープンカウンタ方式参加心得書に記載する内容を遵守する者であること。  
ハ 見積書提出期限の日現在において、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機

構より競争参加資格の停止措置を受けている者でないこと。  
ニ 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構会計規程に従い、独立行政法人高

齢・障害・求職者雇用支援機構契約担当役が案件ごとに定める資格を有する者であ

ること。 
 

４ オープンカウンタ方式の公告 
（１）オープンカウンタ方式を実施しようとするときは、案件ごとにオープンカウンタ番



 
 

号を付して、次に掲げる事項をホームページ等に公告するものとする。 
① オープンカウンタ番号及び調達件名 
② 仕様書の設置場所及び交付方法 
③ オープンカウンタ方式の競争参加資格 
④ 仕様説明会の有無及び実施年月日 
⑤ 見積書提出期限及び提出場所 
⑥ 見積結果の開披日時及び場所 
⑦ 契約書等提出の有無 
⑧ 調達内容及び見積手続きに係る問い合わせ先 

（２）公告の期間は、原則として開庁日で１０日間以上とする。 
 
５  見積書の様式等 

オープンカウンタ方式に使用する見積書は、オープンカウンタ方式に参加する者（以

下「参加者」という）の自社の見積書（任意様式）によることとする。 
なお、見積書には以下の事項を必ず記載すること。 

（１）オープンカウンタ番号 
（２）調達件名 
（３）金額（税抜金額） 
（４）金額の内訳（見積書に記載できない場合は、別紙として添付） 
 
６  見積書提出 

参加者は、見積書を調達の公告に記載されている期限内に、指定する場所及び方法に

より、提出しなければならない。 
なお、郵送による提出を認めた場合には、その都度定める手続により提出するものと

する。 
 
７  見積書の無効 

見積書が次のいずれかに該当すると認められたときはこれを無効とする。 
① 競争に参加する資格を有しない者のした見積 
② 見積者の記名・押印、上記５（１）から（４）が欠けている見積 
③ 金額を訂正した見積書による見積 
④ 誤字、脱字等により、意思表示が不明確な見積 
⑤ 見積参加者により条件が付された見積書による見積 
⑥ 公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るため連合をしたと認められる者に

よる見積 
⑦ オープンカウンタ方式参加心得書を遵守しない者のした見積 
⑧ 公告に記載されている期限内に見積書を提出しない者のした見積 
⑨ 公告に記載されている場所・方法により提出しない者のした見積 

 
 



 
 

８ 仕様書の閲覧等 
（１）調達案件の内容、仕様書、見本等は、次の場所で閲覧に供する。 

イ 機構本部  千葉県千葉市美浜区若葉３丁目１番２号  
高度職業能力開発促進センター１階「情報公開コーナー」 

ロ 施設    各施設の事務所の総務課又は経理課 
（２）参加者が仕様書等の閲覧をするときは、備え付けの箱等に名刺または書面（任意様

式：①会社名 ②所属 ③氏名 ④電話番号 ⑤閲覧日 ⑥閲覧したオープンカウン

タ番号を記載したもの）を投函すること。 
（３）電子メールによる仕様書等の送付を認めた場合には、その都度定める手続きにより

請求するものとする。 
 
９ 質疑 

仕様等に係る質疑は、次の部署で受け付けるものとする。 
イ 本部：経理部契約第二課 契約第一係 

電 話 ０４３－２１３－６４３５ 
ＦＡＸ ０４３－２１３－６４７３ 

  ロ 施設：各施設の事務所の総務課又は経理課 
 
１０ 契約予定者の決定 

見積の結果、参加者のした見積のうち、無効のものを除き、見積価格が予定価格の１

０５分の１００に相当する価格の範囲内で最低のものを契約予定者として決定する。 
 
１１ 同価見積の処理 

見積徴取の結果、予定価格の範囲内の見積であって、かつ最低価格が同価見積であっ

たときは、公告に記載されている日時場所において当該見積参加者にくじを引かせ契約

予定者を決定する。ただし、当該見積をした者のうちくじを引かない者があるときは、

これに代わって契約事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。くじには、こ

よりを使用することとする。 
 
１２ 再度見積 

見積書徴取の結果、予定価格の範囲内の見積が無い場合は、再度見積書を徴取するこ

とができる。この場合においては、最低の価格をもって見積書を提出した参加者から順

次見積を依頼し、見積価格が予定価格の１０５分の１００に相当する価格の範囲内であ

ったときには契約予定者として決定する。 
 
１３ 参加者不在の取扱い 

見積書の提出日時までに見積書の提出がない場合は、再公告（原則として１回を限度）

を行うか、別途選定した者へ見積を依頼し、見積価格が予定価格の１０５分の１００に

相当する価格の範囲内で最低のものを契約予定者として決定する。 
 



 
 

１４ 見積結果の開披 
見積の結果は、契約予定者に通知する。また、見積の結果については、後日、公告に

記載されている場所で閲覧に供する。（閲覧期間は１年間） 
 
１５ 契約保証金 

契約保証金は、免除する。 
 
１６ 契約書及び契約条項 
（１）契約書は、機構指定のものを使用するものとする。 

ただし、機構が契約書の作成を省略できると判断した場合は、請書を作成する。ま

た、機構が請書の作成も省略できると判断した場合は、請書についても省略すること

ができるものとする。 
（２）支払は納入後、職員が検査を実施し検査に合格したことを確認した後、適法な支払

請求書を受領した日から原則３０日以内とする。 
（３）契約予定者は、決定の日から１０日以内に、契約書等を提出しなければならない。

ただし、（１）により省略した場合はこの限りでない。 
（４）契約書を締結する場合には、「談合等の不正行為に関する特約条項」を、個人の情報

を取り扱う内容の調達である場合には「保有個人情報取扱注意事項」を併せて締結す

るものとする。 
 
１７  契約資格の喪失 

次のいずれかに該当すると認められる者を、その事実を知った日から２年間の範囲内

で契約の相手方とせず、オープンカウンタ方式に参加させないことができるものとし、

その通知は書面により行うものとする。 
（１）機構の役員又は職員に対する贈賄等、機構の業務に関し刑法その他の法令に定める

罰則に触れる行為をした者 
（２）契約の履行に当たり故意に製造を粗雑にした者 
（３）公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るため

に連合した者 
（４）契約予定者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 
（５）契約に関する調査に当たり虚偽の申出をした者 
（６）正当な事由なくして契約期間内に履行を完了しなかった者又は履行完了の見込みが

ないことが明らかになった者 
（７）契約の履行につき不正行為があった者 
（８）契約の履行に関し、故意に機構の職員の指揮監督に従わなかった者 
（９）契約事項に違反した者又は正当な理由なくして契約の履行を契約当初に定めた期限

より著しく遅滞した者 


